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平成27年第３回度会町議会定例会会議録 

 

招集年月日  平成27年９月８日 

招集場所  度会町議会議場 

開議  平成27年９月８日（午前９時00分） 

出席議員   １番 若宮 淳也   ２番 西井 仁司   ３番 溝口 周生 

       ４番 岡村 広彦   ５番 舟瀬  勝   ６番 登 喜三雄 

       ７番 濱岡 裕之   ８番 牧  幸作   ９番 木本タヱ子 

       10番 福井 秀治   11番 八木  淳  

欠席議員   なし 

 

地方治法第121条の規定による説明のため会議に出席した者の職・氏名 

       町 長  中村 順一    代 表 監 査 委 員  山下 幸生 

       副 町 長  縄手 一郎    総 務 課 長  西岡 一義 

       政 策 調 整 室 長  中井 宏明    住 民 課 長  岡谷 吉浩 

       税 務 課 長  中井  均    福 祉 保 健 課 長  中西  力 

       生活環境課長  山下 弘文    産 業 振 興 課 長  山下 喜市 

       建 設 課 長  北村 晴紀    会 計 管 理 者 兼 出 納 室 長  中川美知彦 

       教 育 委 員 会 教 育 長  藤田 心作    教 育 委 員 会 事 務 局 長  作野 和幸 

 

議会の職務のために出席した者の職員氏名 

       議会事務局長  中西  章    書 記  迫本  晃 

       書 記  中川 知央    書 記  大谷 悦正 

 

議事日程 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 議案の上程（議案第47号～議案第62号） 

 日程第５ 提案理由の説明（議案第47号～議案第62号） 

 日程第６ 質疑（議案第47号～議案第62号） 

 日程第７ 常任委員会付託（議案第47号～議案第60号、請願第１号～請願第４号） 

 追加日程第１ 議案の上程（議案第63号～議案第64号） 

 追加日程第２ 提案理由の説明（議案第63号～議案第64号） 

 追加日程第３ 質疑（議案第63号～議案第64号） 
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上程議案 

 議案第47号 平成27年度度会町一般会計補正予算（第２号） 

 議案第48号 平成27年度度会町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 議案第49号 平成27年度度会町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 議案第50号 平成27年度度会町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 議案第51号 平成26年度度会町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第52号 平成26年度度会町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第53号 平成26年度度会町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第54号 平成26年度度会町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認 

       定について 

 議案第55号 平成26年度度会町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第56号 平成26年度度会町郡指導主事共同設置事業特別会計歳入歳出決算の認 

       定について 

 議案第57号 平成26年度度会町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい 

       て 

 議案第58号 度会町個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

 議案第59号 度会町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

 議案第60号 度会町半島振興対策地域における固定資産税の特例措置に関する条例 

       の一部を改正する条例 

 議案第61号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 議案第62号 度会町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに 

       ついて 

 報告第４号 平成26年度度会町財政健全化判断比率について 

 請願第１号 「義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実」を求める請願 

 請願第２号 「教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充」を求める請願 

 請願第３号 「子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充」を 

       求める請願 

 請願第４号 「防災対策の充実」を求める請願 

 

◎開会の宣告                          （９時20分） 

○議長（八木  淳） ただ今の出席議員は11名で、定足数に達しておりますので、

平成27年第３回度会町議会定例会を開会いたします。 

  直ちに、本日の会議を開きます。 
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◎会議録署名議員の指名 

  日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定によって、議長におい

て指名いたします。 

５番 舟瀬  勝 議員 

６番 登 喜三雄 議員 

 

◎会期の決定 

  日程第２ 会期の決定についてを議題といたします。 

  今期、定例会の会期は、本日から９月17日までの10日間といたしたいと思います

が、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の発声あり） 

○議長（八木  淳） 異議なしと認めます。 

  よって、今期定例会は、本日から９月17日までの10日間に決定いたしました。 

  なお、今期定例会の日程は、お手元に配付いたしました日程表により会議を進め

たいと思いますので、御了承をお願いいたします。 

 

◎諸般の報告 

  日程第３ 諸般の報告をいたします。 

  地方自治法第235条の２第３項の規定による平成27年７月分及び８月分の出納検

査の結果報告が提出されておりますので、細部については、事務局において御高覧

いただきたいと思います。 

  次に、今期定例会の議事説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧

表にして、お手元に配付いたしましたので、御了承をお願いいたします。 

 

◎議案の上程（議案第47号～議案第62号） 

  日程第４ 本日、町長より提出されました議案第47号から議案62号までを、お手

元に配付いたしました議案一覧表により一括上程し、議題といたします。 

 

◎提案理由の説明（議案第47号～議案第62号） 

  日程第５ それでは、提案者町長より提案理由の説明を求めます。 

  中村町長。 

○町長（中村 順一） 皆さん、おはようございます。 

  平成27年第３回度会町議会定例会を招集させていただきましたところ、公私何か

と御多忙の中を御出席を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。 
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  先月８月には、大雨による気象警報が発令されまして、本町でも災害対策本部を

組織し、河川の増水に伴う避難指示も発令し、また、道路の冠水に伴う町道の通行

止め等の処置もとらせていただきましたが、幸いにも大事には至らず、胸をなでお

ろしたところでございます。 

  また今日、台風18号というのが、本土にも恐らく接近して上陸するであろうとい

われています。今日の未明から明日にかけてでございますが、この18号の影響が多

大にならないことを祈っておりますけども、また災害対策本部の設置が不可避とな

っております。また、一つ皆さん方の御協力のほどを、よろしくお願いをしたいと

思います。 

  そして、また今後、この台風がいった後でも秋雨前線が停滞しておりますので、

これは台風シーズンというのは、やはり９月から10月までを予断を許さないと思い

ますので、防災対策につきましても、今後、当町としましても、十分配慮をし、喫

緊の課題解決はもとより中長期的な課題も一歩一歩着実に解決すべく、防災対策を

講じてまいりたいと、創意と工夫で取り組みたいということでございますので、ど

うか、御協力のほどを、よろしくお願いいたします。 

  それでは、今期定例会に御提案いたしました議案、補正予算４件、決算認定７件、

条例関係が３件、人事案件２件の16議案でございます。 

  なお、報告第４号は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の

規定により「平成26年度度会町財政健全化判断比率について」監査委員の意見を付

して報告をさせていただくものでございます。 

  それでは、議案の順に従いまして、それぞれの概要を説明し、提案理由とさせて

いただきます。 

  まず最初、議案第47号「平成27年度度会町一般会計補正予算（第２号）」でござ

います。 

  歳入歳出それぞれ4,816万3,000円を追加し、予算総額を37億7,393万9,000円とい

たすものでございます。 

  このたびの補正予算につきましては、国の「地域住民生活等緊急支援交付金」を

活用した事業の実施と、生活基盤である町道整備事業費の補正が主要なものとなっ

ております。その他、今期定例会におきまして予算措置が必要なものを計上いたし

ております。 

  まず、歳出から、科目順に主なものについて、御説明を申し上げます。 

  まず最初に、10ページの款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費では、あ

りがたいことに、ふるさと納税が想定していました以上に伸びていますことから、

節８報償費にふるさと納税報償費として190万円を追加計上いたすことになりまし

た。 
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  次の項３戸籍住民基本台帳費では、マイナンバー制度による通知カード及び個人

番号カードに係る一部の事務を、地方公共団体情報システム機構に行わせることと

するために、機構への交付金を、目１戸籍住民基本台帳費内で予算額を調整し、節

19負担金補助及び交付金として306万4,000円を追加計上いたしております。 

  次の11ページ、款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費、節19負担金

補助及び交付金には、社会福祉協議会の役員報酬などの補助金として82万円を追加

計上しております。また、目３の老人福祉費、節28繰出金に、介護保険事業におけ

る包括的な支援事業を充実するための費用として、275万3,000円を追加計上いたし

ております。 

  次の款５農林水産業費、項１農業費、目３農業振興費では、節13の委託料に町の

農林業を再生すべく調査研究業務の委託料として583万2,000円、節15工事請負費に

は宮リバー度会パークのトイレ改修費用として、108万円、節18備品購入費には、

イベント開催に必要となる備品購入費として315万円を、節19負担金補助及び交付

金に、伊勢志摩地域が広域で連携し、ＰＲ活動をすることに要する費用を伊勢志摩

観光コンベンション機構への負担金として、250万円を計上するなど、合わせて

1,366万2,000円を追加計上いたしております。 

  なお、この農業振興費の補正につきましては、国の地域住民生活等緊急支援交付

金を財源充当させていただいております。 

  次の12ページ、項２林業費、目２林業振興費では、有害鳥獣の増加に伴う駆除委

託料の大幅な増大が見込まれるために、節13委託料に184万1,000円を追加計上して

おります。 

  続きまして、款７土木費、項２道路橋梁費では、県道改良事業との関係で喫緊に

整備が必要である町道大野木24号線の改良工事に要する費用など、2,300万円を追

加計上いたしております。 

  以上、歳出としての説明といたします。 

  次に、歳入について説明をいたします。 

  この補正予算に要する主な財源としましては、７ページ、款９地方交付税に、今

後追加が見込まれる普通交付税1,485万7,000円、また、款13国庫支出金、項２国庫

補助金、目１総務費国庫補助金、節１総務管理費補助金に、地域住民生活等緊急支

援交付金として1,250万円を、次に、９ページの款20町債、項１町債には、後年度

に100％普通交付税として処置される臨時財政対策債として、1,590万円を追加計上

しております。 

  また、ふるさと納税も非常に順調に伸びておりますことから、ページは戻りまし

て、８ページに、款16寄附金にふるさと寄附金として300万円追加計上いたしてお

ります。 
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  なお、地方債補正につきましては、地方自治法230条第２項により、４ページの

「第２表 地方債補正」に記載しておりますので、御高覧のほどを、よろしくお願

いいたします。 

  続きまして、議案第48号「平成27年度度会町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）」でございますが、今回、歳入歳出それぞれ479万4,000円を追加し、予算総

額を10億252万5,000円といたすものでございます。 

  歳入の主な内容としましては、６ページの款５前期高齢者交付金におきまして、

平成27年度分が確定をいたしましたことから、341万1,000円を追加計上しておりま

す。 

  また、７ページ、款10の繰越金では、前年度繰越金として136万1,000円を計上い

たしております。 

  次に、歳出で、９ページ、款６介護納付金におきまして、平成27年度介護給付費

納付金が確定をしましたことから641万3,000円を減額し、款11諸支出金では、平成

26年度療養給付費負担金が確定したことに伴い、国への返還金が出ましたので、

1,082万7,000円を追加計上いたしております。 

  続きまして、議案第49号「平成27年度度会町介護保険特別会計補正予算（第１

号）」でございますが、今回、歳入歳出それぞれ2,873万2,000円を追加し、予算総

額を８億6,025万6,000円といたすものでございます。 

  まず、６ページの歳入におきましては、款４支払基金交付金、項１支払基金交付

金、目１介護給付費交付金に、平成26年度の精算金を過年度分として582万6,000円、

次の、款７繰入金、項１一般会計繰入金、目４その他一般会計繰入金に包括支援事

業に要する費用などを包括支援センターの職員給与費等繰入金として195万5,000円、

款８繰越金に前年度繰越金1,977万3,000円を追加計上いたしております。 

  また、７ページの歳出におきましては、款３基金積立金に介護給付費準備基金積

立金として1,676万2,000円、次の款４地域支援事業費では、節18備品購入費に避難

行動要支援者台帳システムサーバーに要する費用として、138万9,000円を計上して

おります。 

  次の８ページ、款５諸支出金には、平成26年度の精算に伴いまして、項１の償還

金及び還付加算金に、国及び県への返還金として1,001万5,000円を追加計上いたし

ております。 

  続きまして、議案第50号「平成27年度度会町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）」でございますが、人件費の減額補正に伴い、歳入の一般会計繰入金及

び歳出の総務費を５万5,000円減額して、歳入歳出それぞれ予算総額を１億7,691万

8,000円といたすものでございます。 

  次の議案第51号から議案第57号までは、平成26年度の各会計の決算につきまして、
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地方自治法第233条第３項の規定により、監査委員の意見を付して議会の認定をお

願いするものですが、詳細な内容につきましては、予算決算常任委員会におきまし

て、関係課長、課長補佐、係長から説明をさせていただきますので、また十分な審

議を賜りますように、お願いをいたします。 

  まず、議案第51号「平成26年度度会町一般会計歳入歳出決算の認定について」で

ございますが、決算書の129ページ、「実質収支に関する調書」のとおり、歳入総

額が40億3,315万6,126円、歳出総額が37億8,460万8,615円、歳入歳出差引額が２億

4,854万7,511円となり、翌年度へ繰り越すべき財源を控除いたしました、実質の収

支額が２億1,453万7,511円となりました。 

  続きまして、議案第52号「平成26年度度会町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について」でございます。 

  決算書27ページ、「実質収支に関する調書」のとおり、歳入総額は９億9,818万

8,282円、歳出総額９億7,129万3,536円で、歳入歳出差引額が2,689万4,746円とな

りました。 

  次に、議案第53号「平成26年度度会町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について」でございます。 

  決算書13ページ、「実質収支に関する調書」のとおり、歳入総額は８億1,081万

160円、歳出総額が７億8,129万4,225円で、歳入歳出差引額が2,951万5,935円とな

っております。 

  続きまして、議案第54号「平成26年度度会町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳

入歳出決算の認定について」でございます。 

  決算書５ページ、「実質収支に関する調書」のとおり、歳入総額が107万4,420円、

歳出総額が63万3,156円で、歳入歳出差引額44万1,264円となりました。 

  続きまして、議案第55号「平成26年度度会町介護保険特別会計歳入歳出決算の認

定について」でございます。 

  決算書21ページ、「実質収支に関する調書」のとおり、歳入総額７億5,441万

9,694円、歳出総額７億3,293万5,380円、歳入歳出差引額が2,148万4,314円となり

ました。 

  続きまして、議案第56号「平成26年度度会町郡指導主事共同設置事業特別会計歳

入歳出決算の認定について」でございます。 

  決算書５ページ、「実質収支に関する調書」のとおり、歳入総額2,311万4,837円、

歳出総額2,067万1,092円で、歳入歳出差引額が244万3,745円となりました。 

  続きまして、議案第57号「平成26年度度会町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について」でございます。 

  決算書９ページ、「実質収支に関する調書」のとおり、歳入総額１億6,880万
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5,952円、歳出総額１億6,751万1,417円で、歳入歳出差引額が129万4,535円となり

ました。 

  次に、議案第58号「度会町個人情報保護条例の一部を改正する条例について」で

すが、特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴いまして、

本町が保有する特定個人情報について、適正な取り扱いを確保し、並びに開示、訂

正及び利用停止を実施するために関連する当該条例の規定の改正、その他所要の改

正をいたすものでございます。 

  次に、議案第59号「度会町手数料徴収条例の一部を改正する条例について」でご

ざいますが、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律」により交付されます通知カード及び個人番号カードの再発行の手数料を徴

収するため、関連する当該条例の一部を改正するものでございます。 

  議案第60号「度会町半島振興対策地域における固定資産税の特例措置に関する条

例の一部を改正する条例について」でございます。 

  「半島振興法」の一部改正に伴い、固定資産税の特例の適用対象となる業種を拡

大し、不均一課税の税率を３年間同率とするために関連する当該条例の一部を改正

するものでございます。 

  続きまして、議案第61号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

て」でございます。 

  人権擁護委員として、現在就任中の内田幸男氏の任期が、本年12月末をもって満

了することから、引き続き内田幸男氏を委員として選任したいと思いますので、人

権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。 

  続きまして、議案第62号「度会町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意

を求めることについて」でございますが、現在就任中の中村久生氏の任期が、本年

11月末をもって満了することから、引き続き中村久生氏を委員として選任いたした

いので、地方税法第423条第３項の規定により議会の同意を求めるものでございま

す。 

  以上をもちまして、提案理由の説明とさせていただきますが、先ほども申し上げ

ましたように、詳細につきましては、追って各委員会におきまして、それぞれ担当

課から御説明申し上げますので、何とぞよろしく御審議のほどを、お願いをしたい

と思います。 

  以上でございます。 

○議長（八木  淳） 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

  暫時、休憩いたします。 

                              （９時43分休憩） 

                              （９時55分再開） 
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○議長（八木  淳） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

◎質疑（議案第47号～議案第62号） 

  日程第６ これより議案に対する質疑を行います。 

  議案第47号「平成27年度度会町一般会計補正予算（第２号）」に対する質疑を行

います。 

  質疑ございませんか。 

  ございませんか。 

  溝口議員。 

○３番（溝口 周生） 歳出の款５農林水産業費、目３の農業振興費の中で委託料、

13節委託料、これのパンフレットの作成ということがありますけども、これはどう

いう感じのものになるんか、ちょっとわかる範囲でお願いしたいんですが。 

○議長（八木  淳） 山下産業振興課長。 

○産業振興課長（山下 喜市） 詳しくはまた御説明させていただこうとは思ってお

るんですけども、簡単にご説明させていただきますと、業務委託料のほうで農林業

に関係します再生プランといったものをつくろうというふうに考えております。そ

れに伴いまして、目的といたしましては、町のほうに、度会町のほうにたくさん人

が入ってきてもらって、それで農林産物の販売をどんどんアピールしていこうとい

うねらいがございまして、それに伴いますパンフレット、地域を紹介するパンフレ

ットといったものをつくっていこうという計画でございます。 

○議長（八木  淳） 他に質疑ございませんか。 

（「なし」の発声あり） 

○議長（八木  淳） 質疑なしと認めます。 

  議案第47号に対する質疑を打ち切ります。 

  続きまして、議案第48号「平成27年度度会町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）」、議案第49号「平成27年度度会町介護保険特別会計補正予算（第１号）」、

議案第50号「平成27年度度会町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」の３

議案に対する質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  ございませんか。 

（「なしの声」あり） 

○議長（八木  淳） 質疑なしと認めます。 

  議案第48号、議案第49号及び議案第50号の３議案に対する質疑を打ち切ります。 

  続きまして、議案第51号「平成26年度度会町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」に対する質疑を行います。 
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  質疑ございませんか。 

  登喜三雄議員。 

○６番（登 喜三雄） 山下代表監査委員さんの出席をいただいております。ありが

とうございます。 

  議案第51号「平成26年度度会町一般会計歳入歳出決算の認定について」、御質問

させていただきます。 

  平成26年第１回定例会におきまして、平成26年度一般会計予算、いわゆる当初予

算の実に当たりまして、予算決算常任委員会から今後、道の駅関連予算に関しては、

議会と十分協議し執行されたいとの附帯意見がつけられました。詳しくは、この後

の付託されます予算決算常任委員会で審議されることと思いますが、この附帯意見、

法的な拘束力はないものの、いわゆる町長がよく言われております執行部と議会は

両輪の輪となって、よきまちづくりをやっていくんだと、二元代表制の中、議会制

民主主義を継承するために、次の２点を質疑させていただきます。 

  まず、１点目は監査事務局には道の駅関連予算の支出済み額とその内容について、

お答えをいただきたいと思います。 

  また、町長部局につきましては、今、申し上げました委員会の附帯意見に対しま

して、どのように議会と協議して予算を執行されましたのか。この２点について、

お答えをいただきたいと思います。 

○議長（八木  淳） 中川会計管理者兼出納室長。 

○会計管理者兼出納室長（中川美知彦） 登議員の一つ目、監査事務局支出済み額と、

その内容について、お答えします。 

  道の駅関連の支出済み額につきましては、予算科目にわけてその内容を含めて、

お配りしました決算書により順にご説明申し上げます。 

  決算書の39ページをお開けください。 

  道の駅関連の予算は、款２総務費、項１総務管理費、目５企画費の中に掲載され

ておりますが、道の駅のアンケート調査にかかる費用につきましては、総合計画の

住民アンケート調査の一部として実施しており、予算執行をしておりますので、関

連予算として報告をしたいと思います。 

  道の駅にかかる支出済み額につきましては、40ページと42ページの備考欄、一番

右ですが、備考欄にそれぞれ道の駅と記載しております。 

  まず、40ページの節の11の需用費における印刷製本費の決算額は15万6,600円で、

この内容といたしましては、アンケートの調査票や封筒を印刷製本した経費となっ

ております。 

  次に、節12の役務費における通信運搬費の決算額は、23万5,301円となっており、

これはアンケート調査の郵送代金であります。 
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  続きまして、節の13の委託料ですが、これは電算委託料の決算額が15万2,602円

となっており、これはアンケート調査での無作為抽出作業を委託し、また、次のペ

ージになりますが、42ページの業務委託料の決算額が194万4,000円となっておりま

す。これは道の駅の調査研究支援業務の委託させていただきました。これら四つを

合わせまして、道の駅の予算額486万3,000円に対しまして、248万8,503円の決算額

となっております。全体の予算執行率は51.2％となりました。 

  以上が、道の駅関連の予算執行について、お答えしました。 

○議長（八木  淳） 中井政策調整室長。 

○政策調整室長（中井 宏明） それでは、二つ目の御質問に対して、お答えをした

いと思います。 

  二つ目、委員会の附帯意見に対して、どのように議会と協議して予算執行したの

かということでございます。 

  まず、この度の附帯意見についての見解についてでございますけども、登議員お

っしゃるとおり、法的拘束力はないものということで、一般的には定義されており

ます。 

  しかし、担当課といたしましても、その意見を重く受けとめるとともに、尊重す

ることを念頭に可能な限り、議会の皆様との十分な協議であったり、また情報共有

に努めるべきものとの解釈をし、認識をしております。 

  その十分な協議とは、決して回数ではないと思います。しかし、昨年度におきま

す道の駅関連の取り組みの状況であったり、また、皆様方との協議の状況を担当課

としまして、振り返りますと、去年の３月、５月、10月、11月、12月、そして、今

年に入りまして２月、３月の議員懇談会におきまして、おおむね２カ月に一度程度

の機会とお時間をいただきまして、貴重な御意見であったり、また、アドバイスを

いただいたと記憶をしております。 

  また、予算執行の際には、ほかの可決予算とは、区別した扱いをするということ

で予算執行の前には、町長みずからが予算執行についての理解を求めるまで、慎重

な取り扱いに心がけたとの認識もございます。 

  なお、当予算の決算の詳細につきましては、この後の予算決算特別委員会におき

まして、御説明を申し上げまして、御審議を賜りたいと思っております。 

  また、この道の駅整備につきましては、町にとって、非常に大きなプロジェクト

ということでございますので、今後も引き続き、十分な協議と情報共有が必要かと

思いますので御理解のほどを、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（八木  淳） 登喜三雄議員。 

○６番（登 喜三雄） ありがとうございます。内容につきましては理解をさせてい
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ただきました。 

  ただ、私が申し上げたいのは、決して、この議会の附帯意見につきましては、予

算を減額しなさい。始末して使いなさいと、そういういった意味での附帯意見では

なかったと、私は理解をしております。今も報告をいただきましたように、四百八

十何万何某かの予算に対しまして、執行率が51％であったと、いわゆる不用額が生

じております。有効にこの480万円余りの予算を執行していただきたいと、そうい

った意味合いもかねての附帯意見だったと、私は理解をしております。 

  また、政策調整室長から御報告をいただいたんですけれども、主には道の駅のア

ンケート調査、これに対する内容について、縷々御説明をいただいてまいりました。 

  ただ、道の駅に関しましては、いわゆる町長の独断的な施策によりまして検討が

進められてまいりました。今までも何点か、その課題についてお話をさせていただ

いてまいりました。公の施設として指定管理者制度を運用していくに当たっては、

本当にこれが物産館等の営利を目的とするものに関しまして、法的な理解が得られ

るのかどうか。 

  また、バザール度会との共存について、どのように整理をしているのか。私はス

クラップ・アンド・ビルド。このような考え方のもとに、新しいものをつくれば、

古いものをスクラップしていく。そういう合理的な考え方が必要だというような提

言もさせていただいてまいりました。 

  また、一般的に建設コスト、ランニングコストはどうなっていくんだ。また、物

産館を運営するに当たっては、品ぞろえ、その供給の体制がどのようにして整えら

れていくのか。いろんな課題について議論をさせていただいてまいりました。そう

いった意味で、今回のアンケート調査の時点におきましても、お話をさせていただ

きました。道の駅関連のアンケートはございましたんですけれども、端的に申し上

げますと、道の駅ができれば、あなたは買い物に行きますか。食事に訪問しますか。

そのような利用に対するアンケートが主になっていたように、私は理解をさせてい

ただいております。 

  先ほど、私が課題としてお話をさせていただきました。度会町内の物産品をどの

ように品ぞろえをして、どのように販売ルートに乗っけていくのか。そういった課

題についても、まだまだ整理がされておりません。そういった意味で、この後の予

算決算常任委員会等で、改めて御説明をいただきながら審議をされることを願って

おります。 

  以上で終わります。ありがとうございました。 

○議長（八木  淳） ほかに質疑ございませんか。 

（「なしの声」あり） 

○議長（八木  淳） 質疑なしと認めます。 
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  議案第51号に対する質疑を打ち切ります。 

  続きまして、議案第52号「平成26年度度会町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について」、議案第53号「平成26年度度会町簡易水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について」、議案第54号「平成26年度度会町住宅新築資金等貸付事業特

別会計歳入歳出決算の認定について」の３議案に対する質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  質疑ございませんか。 

（「なしの声」あり） 

○議長（八木  淳） 質疑なしと認めます。 

  議案第52号、議案第53号及び議案第54号の３議案に対する質疑を打ち切ります。 

  続きまして、議案第55号「平成26年度度会町介護保険特別会計歳入歳出決算の認

定について」、議案第56号「平成26年度度会町郡指導主事共同設置事業特別会計歳

入歳出決算の認定について」、議案第57号「平成26年度度会町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算の認定について」の３議案に対する質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  質疑ございませんか。 

（「なしの声」あり） 

○議長（八木  淳） 質疑なしと認めます。 

  議案第55号、議案第56号及び議案第57号の３議案に対する質疑を打ち切ります。 

  続きまして、議案第58号「度会町個人情報保護条例の一部を改正する条例につい

て」、議案第59号「度会町手数料徴収条例の一部を改正する条例について」、議案

第60号「度会町半島振興対策地域における固定資産税の特例措置に関する条例の一

部を改正する条例」についての３議案に対する質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  ございませんか。 

（「なしの声」あり） 

○議長（八木  淳） 質疑なしと認めます。 

  議案第58号、議案第59号及び議案第60号の３議案に対する質疑を打ち切ります。 

  続きまして、議案第61号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

て」、議案第62号「度会町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求める

ことについて」、以上２議案に対する質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

（「なしの声」あり） 

○議長（八木  淳） 質疑なしと認めます。 

  議案第61号及び議案第62号の２議案に対する質疑を打ち切ります。 
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◎常任委員会付託（議案第47号～議案第60号、請願第１号～請願第４号） 

  日程第７ ただいま議題となっています、議案第47号から議案第60号については、

お手元に配付いたしております、議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会

に付託いたします。 

  なお、今期定例会において、本日までに受理いたしました請願については、お手

元に配付いたしております請願書の写しを請願文書表のとおり所管常任委員会に付

託いたしたいと思いますので、審査をお願いいたします。 

  暫時、休憩をいたします。 

                              （10時12分休憩） 

                              （10時16分再開） 

○議長（八木  淳） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  ただいまお手元に配付いたしました事項につきまして、日程に追加することに、

御異議ございませんか。 

（「異議なし」の発声あり） 

○議長（八木  淳） 異議なしと認め、追加日程とすることに決定いたしました。 

 

◎議案の上程（議案第63号～議案第64号） 

  追加日程第１ 議案第63号「副町長の選任につき同意を求めることについて」及

び議案第64号「教育長の選任につき同意を求めることについて」以上２議案を議題

といたします。 

 

◎提案理由の説明（議案第63号～議案第64号） 

  追加日程第２ それでは、提出者町長より提案理由の説明を求めます。 

  中村町長。 

○町長（中村 順一） それでは追加上程いたしました議案を御説明します。 

  まず、議案第63号 副町長の選任につき同意を求めることにつきまして 

  次の者を副町長に選任いたしたいから、地方自治法昭和22年、法律第67号第162

条の規定により、議会の同意を求めます。 

  平成27年９月８日提出 

  度会町長 中村順一 

  記 

  住所 度会郡度会町當津91番地 

  氏名 藤田心作 

  生年月日 昭和25年12月27日でございます。 
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  なお、承諾書を添付しております。 

  続きまして、議案第64号 教育長の選任につき同意を求めることにつきまして 

  次の者を教育長に選任したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭

和31年、法律第162号第４条第１項の規定により、議会の同意を求めます。 

  平成27年９月８日提出 

  度会町長 中村順一 

  記 

  住所 度会郡度会町長原515番地５ 

  氏名 中西正典 

  生年月日 昭和25年８月５日、同様に本人の承諾書を添付させていただきます。 

  以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（八木  淳） 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 

◎質疑（議案第63号～議案第64号） 

  追加日程第３ 議案第63号及び議案第64号に対する質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  質疑ございませんか。 

（「なし」の発声あり） 

○議長（八木  淳） 質疑異議なしと認めます。 

  議案第63号及び議案第64号に対する質疑を打ち切ります。 

 

◎閉議の宣言 

  本日は、これにて散会いたします。 

                                （10時19分） 

 

 

 


